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　宅建士本試験は、例年4月1日現在施行中の法令等に基づいて出題されます。
本書執筆時（2021年9月末）以後に施行が判明した法改正情報については、
TAC宅建士講座の『法律改正点レジュメ』にて対応いたします。
※ 2022年7月よりTAC出版ウェブページ「サイバーブックストア」内で無料公開（パスワードの
入力が必要です）

ご確認方法

　●　　　　　 で　　 し、TAC出版ウェブページ「サイバーブックストア」へ
アクセス

　●「各種サービス」より「書籍連動ダウンロードサービス」を選択し、「宅地
建物取引士　法律改正点レジュメ」に進み、パスワードを入力してください。

パスワード：
公開期限：2022年度宅建士本試験終了まで
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　宅建士試験に合格するには、インプットはもちろん、アウトプットもとても重要です。
実際に過去問を解くことで、どんな内容が問われるのか、その範囲や深さなど、試験の
傾向がわかります。さらには自分の理解不足なところが見つかり、なにを勉強すべきか
がわかります。過去問はまさに、宝（合格情報）の山なのです。
　本書は全部で305問の問題を収録しています。学習効果を考えて選び抜かれた問題は、
それぞれ中身がつまった良問ばかりです。
　『わかって合格る宅建士 基本テキスト』を読んだら、すぐに本書で該当箇所の問題を
解き、理解が足りない部分があれば、『基本テキスト』で正確な知識を頭に入れ直す。
そして同時に、関連知識も確認する。こうしたサイクルを繰り返すことで、知識が整理
され、理解も深まり、点だった知識が線となり、やがて面になっていきます。宅建士試
験での合格に絶対不可欠な重要ポイントがしっかりとした理解に裏付けされ、頭に刻み
込まれていくはずです。

　本書には以下のような特長があります。
①　問題文だけではイメージしにくいものには図解を用意。『ちょっとだけヒント』
で解答を導く際のコツもアドバイスしています。

②　『肢別テーマ』一覧では選択肢でなにが問われているのか、〔頻出〕〔ひっかけ〕
〔難〕といったアイコンでは選択肢のタイプをお知らせしています。
③　『ココがポイント！』では、問題の関連知識やまとめなど、学習に役立つ情報
を紹介しています。

④　持ち運びに便利な４分冊形式です。『基本テキスト』の参照部分も記載してい
ますので、ぜひセット学習にお役立てください。

　皆さんが本書を存分に活用され、宅建士本試験に合格されることを心よりお祈りして
います。

2021年10月
TAC宅建士講座

は じ め に
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CHECK! 重要度

　Ａは、｢近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のＢの虚偽の説明
を信じて、Ｂの所有する原野（時価20万円）を、別荘地として2,000万円で購
入する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しい
ものはどれか。

　Ａは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消しを主張するととも
に、Ｂの不法行為責任を追及することができる。

　Ａは、重大な過失があるときは、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の
社会通念に照らして重要なものであるとしても、常にその取消しを主張する
ことができない。

　Ａは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主
張することができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができ
ない。

　Ａが被保佐人であり、保佐人Ｃの同意を得ずに当該契約を締結した場合、
Ｃは、当該契約の締結にはＣの同意がないとして、その無効を主張すること
ができる。

❶

❷

❸

❹

　人の表現には、言葉の他に、言葉以外のニュアンスで相手に伝
わることもある。

ちょ
っとだけ

ヒント

図 解

2,000万円で売買契約
売主

（詐欺師）
買主

原野（時価20万円）
AB

意思表示 ①
過去の本試験  H6-問2改

★
★★5

本書の特長

問題文だけではイメージ
しにくいものには図解を
用意しました。

出題された年度・問題番
号です。なお、法改正な
どによる改題がされてい
る問題には「改」と付い
ています。

間違えた問題には、必ず
印を付けておきましょ
う。試験直前は印が多い
箇所を重点的に復習しま
しょう。

問題を解く際のコツなど
を解説しています。

各問題・選択肢の出題論
点を記載。どんなテーマ
を学習しているのかを意
識することで、より理解
が深まります。

問題・選択肢別
のテーマ

重要な順から★★★～★まで、★マークで表
示しています。まずは最重要の★★★から解
くなど、学習の進捗度に応じてチャレンジし
ましょう。

すべての問題に重要度

00_本冊1_前付_宅建過去問.indd   iv00_本冊1_前付_宅建過去問.indd   iv 21/10/29   11:0521/10/29   11:05



v

11

民
　
法

　
等

宅
建
業
法

法
令
上
の
制
限

そ
の
他
関
連
知
識

❶公序良俗違反の契約の効力 ❷表意者の重過失と錯誤取消し
❸取消権の期間の制限 ❹被保佐人の行為の効力

×　公序良俗違反は、「取消し」ではなく「無効」である｡

　「20万円と2,000万円」という価格差からすれば、暴利行為として公序良
俗違反の主張も可能だが、その場合、契約は「取消し」ではなく「無効」
となる（民法90条）。なお、ＢはＡに対して故意に損害を与えたのだから、
Ｂへの不法行為責任は追及できる（709条）。

×　Ａに重過失があっても、ＢがＡの錯誤を知っているときは、取消しがで
きる。

　Ａに「重過失」があっても、あえて虚偽の説明をしているＢは、Ａの錯
誤を知っているはずである。このように、相手方Ｂが表意者Ａに錯誤があ
ることを知っていたとき（または重過失によって知らなかったとき）は、
Ａは、取消しができる（95条３項１号）。

〇　契約締結後20年が経過すれば、取り消すことはできない。

　取消権は行為の時（契約時）から20年を経過すると時効によって消滅
するため、Ａは、売買契約を取り消すことができない（96条、126条）。

×　保佐人Ｃも取り消すことができるが、「無効」ではない。

　被保佐人が保佐人の同意を得ないでした不動産の売買契約は、保佐人も
取り消すことができる（13条１項３号・４項、120条１項）。「無効」では
ない。

❶

ひっかけ

❷

❸

❹

ひっかけ

……………………………　解   説　……………………… 正 解❸

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.1～3  「わか合格基本テキスト」

　錯誤の場合、表意者に重過失があると、原則として取消しができないが、
例外として、次の場合は、取消しが認められることがある（95条３項）。
　①　相手方が表意者の錯誤について、悪意または重過失の場合
　②　相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合

ココがポイント

よく狙われる論点です。確実に正誤を判断できるようにしましょう。

少しひねりのある選択肢です。ひっかからないように注意しましょう。

難易度は高いですが、それだけに得点に差がつく選択肢です。本試験までに
は必ずマスターしましょう。

頻出

ひっかけ

難

可能な限り、各解説の最
初に結論を示しました。
「その選択肢のどこが異
なっているから×」など
を簡潔に記載していま
す。結論をふまえたうえ
で解説を読めば、いっそ
う理解が深まります。

特に重要な語句や内容は
赤字や太字で表記してい
ます。

わからなかったところは
『基本テキスト』で必ず
復習しましょう。

問題の関連知識やまとめ
など、学習に役立つ情報
を紹介しています。

解説は
まず結論から

アイコンで選択肢のタイプを表示
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2

CHECK! 重要度

　意思無能力者又は制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判

例によれば、正しいものはどれか。

　意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親

族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効とな

る。

　年齢18歳の者が単独で土地を売却する意思表示を行った場合、その者は未

成年者であり法定代理人の同意を得ていないことを理由として当該意思表示

を取り消すことができる。

　成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を

行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

　被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場

合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。

❶

❷

❸

❹

　成年被後見人は、どんな判断能力の程度の人が想定されている
んだろう。

ちょ
っとだけ

ヒント

制限行為能力者制度 ①
過去の本試験  H15-問1改

★
★★1
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❶意思無能力者の行為の効力 ❷未成年者の行為の効力
❸成年被後見人の行為の効力 ❹被保佐人の行為の効力

×　意思無能力者の意思表示は無効であり、取消しはできない。
　意思能力は、契約などの法律行為を行うために必要な判断能力であり、
この意思能力を欠いている者の法律行為は、無効となる。なお、法律行為
の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律
行為は無効とする旨の規定がある（民法３条の２）。

×　18歳の者は成年者であり、取消しはできない。
　年齢18歳をもって成年とする（４条）。ゆえに、18歳の者は成年者であ
り、法定代理人はおらず、単独で土地を売却できる。

〇　成年後見人の同意があっても、成年被後見人の意思表示は、取り消せる。
　成年被後見人の法律行為は、原則として、成年後見人が代理して行わな
ければならず（859条１項）、成年被後見人が行った行為は、日常生活に関
する行為以外は取り消すことができる（９条）。成年後見人の同意がある
ときでも取り消すことができ、同意をした成年後見人も取り消すことがで
きる（120条１項）。

×　被保佐人が保佐人の事前の同意を得ている場合は、取り消すことはでき
ない。
　被保佐人が保佐人の同意を得ないで、不動産の売却などの重要な財産上
の行為をした場合は、被保佐人や保佐人は、取り消すことができる（13条
１項・４項、120条１項）。しかし、被保佐人が保佐人の事前の同意を得て
行った行為は、取り消すことはできない。

❶
頻出

❷

❸

ひっかけ

❹

……………………………　解   説　……………………… 正 解❸

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.2「わか合格基本テキスト」

　令和４年（2022年）４月１日から、成年者は18歳とした（４条）。また、
婚姻年齢も、男女とも18歳とした（731条）。この改正により、未成年者
の婚姻による成年擬制の制度は廃止された。

ココがポイント
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CHECK! 重要度

　行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

　成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行わ

れたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他

日常生活に関する行為については、この限りではない。

　未成年者が、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消す

ことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為について

は、この限りではない。

　精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、４親等

内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が

認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることがで

きる。

　被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないで

した土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせる

ため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。

❶

❷

❸

❹

制限行為能力者制度 ②
過去の本試験  H20-問1改

★
★★2
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❶成年被後見人の行為（日常生活に必要な行為） ❷未成年者の行為の効力
❸補助開始の審判 ❹制限行為能力者による詐術 

〇　成年被後見人が行った法律行為は、原則として、取り消すことができる。

　成年被後見人が行った法律行為は、それが事理弁識能力がある状態で行
われたものであっても、原則として、取り消すことができる。ただし、日
用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができ
ない（民法９条）。

×　未成年者は、単に権利を得る等の法律行為は取り消すことができない。

　未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すこと
ができる（５条１項・２項）。しかし、単に権利を得、または義務を免れ
る法律行為は、取り消すことはできない。

×　本人以外の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要。

　精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、４親等内の親族、検察官等の請求により、
補助開始の審判をすることができる（15条１項）。もっとも、本人以外の請
求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である（15条２項）。

×　行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときは、取り消すこと
ができない。

　被保佐人が、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得な
いでした不動産の売却は、取り消すことができる（13条４項）。しかし、
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたと
きは、その行為を取り消すことができない（21条）。

❶

❷
頻出

❸

❹
頻出

……………………………　解   説　……………………… 正 解❶

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.2 「わか合格基本テキスト」

　❸で、補助開始の審判に「本人の同意が必要」とされているのは、被補
助人の判断能力の減退が軽度であり、本人の自己決定を尊重する必要があ
るためである。

ココがポイント
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CHECK! 重要度

　制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものは

どれか。

　土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が

土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。

　成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建

物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。

　被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入

する場合も、保佐人の同意が必要である。

　被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。

❶

❷

❸

❹

　成年被後見人にとっては、居住用不動産の処分が特別の重要な
意味をもつことがある。

ちょ
っとだけ

ヒント

制限行為能力者制度 ③
過去の本試験  H22-問1改

★
★★3
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❶未成年者の行為 ❷成年後見人の居住建物の売却
❸被保佐人の行為 ❹被補助人の行為

×　法定代理人の同意が必要。
　未成年者が単に権利を得たり、義務を免れる法律行為をする場合は、法
定代理人の同意は不要である（民法５条１項ただし書）。しかし、「土地を
売却」すると、土地の管理義務を免れても、所有権を失うことになるので、
単に義務を免れる行為には該当せず、法定代理人の同意が必要である。

〇　家庭裁判所の許可が必要。
　成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物ま
たはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定そ
の他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなら
ない（859条の３）。居住環境の変化は、成年被後見人に重大な影響を与え
るからである。

×　日用品を購入する場合は、保佐人の同意は不要。
　被保佐人が不動産の売却など、重要な財産上の行為をするには、保佐人
の同意を得なければならない（13条１項３号）。しかし、「日用品の購入」
には、保佐人の同意は不要である。なお、日用品の購入などの日常生活に
関する行為については、保佐人の同意を得なければならない旨の審判をす
ることもできない（13条２項ただし書）。

×　常に補助人の同意が必要とはいえない。
　被補助人が行う法律行為に関して、補助人の同意が必要な場合は、特定
の法律行為に関して補助人の同意を得なければならない旨の審判がなされ
たときだけである（17条１項）。つまり、同意権付与の審判がなされてい
ない法律行為に関しては、補助人の同意は不要である。

❶

❷

❸

❹

　肢❷については、後見監督人が置かれているときでも、成年後見人は家
庭裁判所の許可が必要である。

ココがポイント

……………………………　解   説　……………………… 正 解❷

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.2 「わか合格基本テキスト」
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CHECK! 重要度

　制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正し

いものはどれか。

　古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為

能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建

物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消

すことができない。

　被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、

贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

　成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建

物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足

り、家庭裁判所の許可は不要である。

　被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得

ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じ

させていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

❶

❷

❸

❹

　詐術を用いて、相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた
……それってズルイよね！

ちょ
っとだけ

ヒント

制限行為能力者制度 ④
過去の本試験  H28-問2

★
★★4
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❶営業の許可 ❷贈与の申し出の拒絶
❸居住用建物の売却 ❹詐術

×　営業の許可の範囲外だから、当該売買契約を取り消すことができる。

　営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為
能力を有するが（営業の許可。民法６条１項）、その営業に関係のない行
為については、成年者と同一の行為能力を有しない。したがって、法定代
理人の同意のない本肢の場合、取り消すことができる。

×　贈与の申し出を拒絶する場合にも、保佐人の同意が必要である。

　被保佐人が、不動産その他重要な財産を得たり手離したりすることを目
的とする行為や贈与の申込みを拒絶する等の重要な財産上の行為をするに
は、その保佐人の同意を得なければならない（13条１項３号・７号）。

×　家庭裁判所の許可が必要。

　成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物ま
たはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定等
をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない（859条の３）。この
ことは、後見監督人がいる場合でも同様（851条参照）。

〇　詐術を用いて、補助人の同意を得たと信じさせているので、取り消すこ
とができない。

　制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた
ときは、その行為を取り消すことができない（21条）。これには、保護者
の同意を得たと偽ることも含まれる（判例）。

❶

❷
難

❸

❹
頻出

……………………………　解   説　……………………… 正 解❹

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.2  「わか合格基本テキスト」

　肢❹について、能力について相手を騙すことを「詐術」という。代金を
払うつもりがないのに相手を騙す「詐欺」とは異なることに注意しよう。

ココがポイント

01_１編_民法等_宅建過去問.indd   901_１編_民法等_宅建過去問.indd   9 21/10/27   9:3221/10/27   9:32



10

CHECK! 重要度

　Ａは、｢近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のＢの虚偽の説明

を信じて、Ｂの所有する原野（時価20万円）を、別荘地として2,000万円で購

入する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しい

ものはどれか。

　Ａは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消しを主張するととも

に、Ｂの不法行為責任を追及することができる。

　Ａは、重大な過失があるときは、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の

社会通念に照らして重要なものであるとしても、常にその取消しを主張する

ことができない。

　Ａは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主

張することができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができ

ない。

　Ａが被保佐人であり、保佐人Ｃの同意を得ずに当該契約を締結した場合、

Ｃは、当該契約の締結にはＣの同意がないとして、その無効を主張すること

ができる。

❶

❷

❸

❹

図 解

2,000万円で売買契約
売主

（詐欺師）
買主

原野（時価20万円）
AB

意思表示 ①
過去の本試験  H6-問2改

★
★★5
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❶公序良俗違反の契約の効力 ❷表意者の重過失と錯誤取消し
❸取消権の期間の制限 ❹被保佐人の行為の効力

×　公序良俗違反は、「取消し」ではなく「無効」である｡

　「20万円と2,000万円」という価格差からすれば、暴利行為として公序良
俗違反の主張も可能だが、その場合、契約は「取消し」ではなく「無効」
となる（民法90条）。なお、ＢはＡに対して故意に損害を与えたのだから、
Ｂへの不法行為責任は追及できる（709条）。

×　Ａに重過失があっても、ＢがＡの錯誤を知っているときは、取消しがで
きる。

　Ａに「重過失」があっても、あえて虚偽の説明をしているＢは、Ａの錯
誤を知っているはずである。このように、相手方Ｂが表意者Ａに錯誤があ
ることを知っていたとき（または重過失によって知らなかったとき）は、
Ａは、取消しができる（95条３項１号）。

〇　契約締結後20年が経過すれば、取り消すことはできない。

　取消権は行為の時（契約時）から20年を経過すると時効によって消滅
するため、Ａは、売買契約を取り消すことができない（96条、126条）。

×　保佐人Ｃも取り消すことができるが、「無効」ではない。

　被保佐人が保佐人の同意を得ないでした不動産の売買契約は、保佐人も
取り消すことができる（13条１項３号・４項、120条１項）。「無効」では
ない。

❶

ひっかけ

❷

❸

❹

ひっかけ

……………………………　解   説　……………………… 正 解❸

肢別の
テーマ

第１編「民法等」　Chap.1-Sec.1～3  「わか合格基本テキスト」

　錯誤の場合、表意者に重過失があると、原則として取消しができないが、
例外として、次の場合は、取消しが認められることがある（95条３項）。
　①　相手方が表意者の錯誤について、悪意または重過失の場合
　②　相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合

ココがポイント
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